
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医元)、その他

要

選定理由

神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃業務

本業務は、神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日・常清掃業

務を委託するものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律(以下 W却という。)の基本的理念に基づく業務であり、高

齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以下の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

J クク

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

、

契約期間

称 公益社団法人千代田区シルバー人材センター

千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階

担当課

所

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

る年¥月/ロ

楽距イ西

令和6年4月1日から令和 7年3月31日

神田公園出張所

/,797,乙ダ3 円 (消費税を含む)
契約のため、契約金額は支出限度額

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

『、

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

和泉橋出張所・区民館日常清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・倭1元)、その他

要

選定理由

和泉橋出張所・区民館の日常的な清掃業務

本件は、和泉橋出張所・区民館の衛生環境を保つために日常的な清

掃業務等を行うものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基づく業務であり、

高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき高年齢者等の職業の

安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済及び社会の発展

に寄与する目的で設置されている。

以上の理由により、契約の相手方に指定する。

ゞワフ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10

担当課

所

6年 q月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目にういては、契約課で記入します。

嫌踊仁契約'元め、契約金額は支出限度離
令和6年4月1日から令和7年3月31日

千代田区役所和泉橋出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

麹町集会室日常清掃業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 麹町集会室の日常清掃業務

本件は、麹町集会室内における日常の清掃業務を円滑に行うため、

麹町集会室日常清掃業務を行うものである。本業務は、高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基

づく業務であり、高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

ゞワフ

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6 年y月/

嫌

令和6年4月1日から令和7年3月31日

V
9今ワ,OY O

契約のため、契約金額は支出限度額

地域振興部麹町出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

物品:物 也イそ
=
一
口

ロ
ロ

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

蛍光管・乾電池の処理業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物

要

口
ロロ 物品・委託・の他

区が回収した乾電池・蛍光管を資源化処理する。

契約の相手方

下記業者は、厚生省より昭和61年2月6日付、環衛22号「使用

済乾電池の広域回収・処理計画」により指定された唯一の広域回収・

処理センター(その後、蛍光管についても追加されている)である。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方として指定する。

※契約年月日

※契約金額

所在地

契約期間

名称

中央区日本橋堀留町2丁目1番3号

野村興産株式会社

担当課

汐6

令手口 6年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

嫌
ぢ,89',ククク

A西契約のため、契約金額は支出限度額
、

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

W"/

環境まちづくり部千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

、

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

公金に係るコンビニエンスストア等収納代行業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要 住民税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医

療保険料のコンビニエンスストア収納、モバイノレレジ収納、モバイノレ

レジクレジット収納及び電子マネー収納における収納代行業務を行

う。また、上記収納における区との収ホ内情報の送受信について、 LG

WAN回線を利用できる環境を提供する。

選定理由
コンビニエンスストア収納、モノ叉イノレレジ収糸内、モノ弌イノレレジクレ

ジット収納、電子マネー収納の全てが一社にて導入できるのは下記事

業者のみである。また、既に下記事業者の提供するシステムによる収

納を前提として、収納方法の対象税目の拡充等を行っており、新たな

業者を選定した場合、導入準備期間や新たな経費が生じ、令和6年度

からの収納事務に支障が生じるため、下記事業者を引き続き契約の相

手方とする。

332

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

材、 株式会社NTTデータ

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

917→・・ 9,q60
嫌'イ而契約のため、契約金

令和6年4月1日~令和7年3月31日

会計室出納係

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

は

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

広報効果測定業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品(垂邑)その他

要

選定理由

広報効果測定業務を委託し、経費を支出する。千代田区の事業、施

設等に関する報道の露出状況を把握するため、テレビ番組や新聞・雑

誌、ウェブサイト、SNS等の露出状況を調査し、広告換算額やりーチ

数等を測定することで、当区の殿効果を図る。

契約の相手方

当案件について、令和6年3月1日に公募制指名競争入札を行った

が、応札者がなく、不調返戻された。そとで、下記業者と交渉したと

ころ、価格、条件を変更せず本案件を請け負えることとなったため、

契約の相手方に指定する。

/2之

※契約年月日

※契約金額

称 ビルコム株式会社

東京都港区六本木6-2-31

六本木ヒノレズノースタワ-11F

契約期間

所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

チ月

広報広聴課

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

ル

2,85'ワ, 800 円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

高齢者あんしんセンター及び高齢者総合サポートセンター相談拠点

の業務(麹町地域)

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物口・物0 く蚕認、その他

要

選定理由

介護保険法第115条の46第1項の規定により、包括的支援事業等

の業務を社会福祉法人に委託し、受託した法人が地域包括支援センタ

ーを運営する。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和5年8月24日 5千保在支発第311号(令和6年度開始))

該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6号

継続年数初年度

2

ご93

契約の相手方

3

プロポーザルによって選定された下記法人を契約の相手方に指定す

る。

※契約年月日

※契約金額

i

契約期間

社会福祉法人東京栄和会
/

東京都江戸川区西葛西8-1-1

担当課

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます・。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ι年千"/

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

132,71ξ午00

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

名
住

称
所



件

種

名

類

高齢者あんしんセンター及び高齢者総合サポートセンター相談拠点

の業務(神田地域)

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物口・物0 く蚕i全、その他

要

選定理由

介護保険法第Ⅱ5条の46第1項の規定により、包括的支援事業等

の業務を社会福祉法人に委託し、受託した法人が地域包括支援センタ

ーを運営する。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和5年8月24日 5千保在支発第311号(令和6年度開始))

ヨ亥当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6号

継続年数初年度

》ヲ千

2

契約の相手方

3

プロポーザルによって選定された下記法人を契約の相手方に指定す

る。

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

社会福祉法人多摩同胞会

東京都府中市武蔵台1-10-1

担当課

6年千お 1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてし<

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

13 /.,71 》, q・ P O

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

高齢者食事支援サービス業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、その他
口
ロロ

選定理由

千代田区在住の満65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみ世

帯等で、在宅での食の確保に支援が必要な方に食事の配達を個別に行

い、高齢者の在宅生活を支援する。

本業務を実施するためには、下記の条件を満たすことが必要であ

る。

1 配食数が少なくとも区内全域へ配送できること。

2 利用者が高齢者であることから、食事内容の変更や配達担当者の

変更は混乱を招くため、本人が希望する場合を除きできるだけ避ける

こと。

3 食事の提供を行い、利用者との信頼関係も構築できること。

4 配達時に、高齢者の状況確認等について配慮できること。

これらーつーつの条件についてこれを満たすものは複数存在する

が、近隣する区域ですべてを満たすものが限定される。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ゞj?

契約の相手方

※契約年月日

名称株式会社シニアライフクリエイト

※契約金額

住所東京都港区三田三丁目12番14号

契約期間

担当課

令和 6年

ニッテン三田ビノレ6階

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

ノ、"

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

*佃郷吠'窟羅闘技腺餓
令和6年4月1日~令和7年3月31日

リ月/

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

高齢者食事支援サービス業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他品

要

選定理由

千代田区在住の満65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみ世

帯等で、在宅での食の確保に支援が必要な方に食事の配達を個別に行

い、高齢者の在宅生活を支援する。

本業務を実施するためには、下記の条件を満たすことが必要であ

る。

1 配食数が少なくとも区内全域へ配送できること。

2 利用者が高齢者であることから、食事内容の変更や配達担当者の

変更は混乱を招くため、本人が希望する場合を除きできるだけ避ける

こと。

3 食事の提供を行い、利用者との信頼関係も構築できること。

4 配達時に、高齢者の状況確認等について配慮できること。

これらーつーつの条件についてとれを満たすものは複数存在する

が、近隣する区域ですべてを満たすものが限定される。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

診7

契約の相手方

^

※契約年月日

円(消費税を含む)※契約金額

材、 株式会社シノレバーライフ

東京都新宿区西新宿四丁目32番4号

ハイネスロフティ2階

契約期間

所

担当課

令和 6

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

年

令和6年4月1日~令和7年3月31日

y 月/

ユ,80S ,600
約のため契約金額は支出限度額

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

楽 1而4
V

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

産業廃棄物処分業務(廃プラスチック等)

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品

要

選定理由

物品委託、の他

区内の道路上及び公園内における産業廃棄物(廃プラスチック等)

について、法令に基づいた適切な処分を行う。

下記業者は、本件業務委託に先立ち行われた廃棄物運搬処理業務の

見積もり競争の際、その内定者である新宿運輸商事(株)千代田営業所

が廃棄物の処分先として指定した者である。このため、本件業務につ

いて、特定のものでなければ役務を提供することができない。

以上の理由により、.下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

16 1

※契約金額

1

契約期間

称

担当課

所

有明興業株式会社

東京都江東区若洲2-8-25

令和

2,217,600

楽単佃契約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

q 月/6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

子ども在宅サービス事業(子どもショートステイ・乳児院)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医邑)1 その他

要 保護者が、出産・疾病等により児童を自宅で養育することが困難に

なった場合、当該児童を千代田区子どもショートステイ事業実施要綱

第2条により、児童福祉法第37条に規定する乳児院において24時間体

制で短期間継続して預かり養育することにより、区民の子育て支援を

行い、児童福祉の向上を図る。

選定理由 本事業は平成24年度から事業を開始したものである。

実施に当たっては、①365日通年の24時間体制で短期間継続して預

かり養育可能な施設であること。②近距離で0歳からの乳幼児を専門

に保育する施設であること。などが求められ、下記法人が千代田区に

一番近い唯一の施設である。

契約の目的達成、能力その他の複数の条件を満たすことを要し、

つーつの条件別に満たすものが複数存在するが、近隣区で全ての条件

を満たす者が1者に特定されるものである。また、前年度の業務成績

は良好である。

以上の理由により下記法人を契約相手に指定する。

2ιP

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称、

担当課

所

社会福祉法人二葉保育園

新宿区南元町四番地

令和

根拠規程

'19+2チ2
※総極靭而、のため契約金額は支出限度額

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ι年チ月1

令和6年4月1日から令和7年3月3 1日

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

二葉乳児院

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

子ども在宅サービス事業(子どもショートステイ・保育施設)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・匡^その他

選定理由

要 保護者が疾病等により一時的に養育が困難となった場合に、一時

的に養育する事業。

当該事業者の代表者は、平成30年度から区内唯一の「協力家庭」

としてショートステイ事業に従事してきた。児童を預かるにあたっ

ては、自らが経営する保育施設の施設等も活用してきたところであ

るが、当該施設は0歳から受入可能で宿泊保育もできる。区内にお

いてそうした施設は他にない。

また、児童虐待が社会問題化する中で、周囲に協力者のいない保

護者のレスパイトの受け皿として、当日の緊急の依頼にも対応可能

であるほか、コロナ禍において保護者が感染した家庭の濃厚接触者

である児童の預かりにも対応でき、これらすべてを満たす事業者は

イ也にない。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

ヲクq

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

株式会社片山商店一

千代田区神田佐久間町4-Ⅱ-4

秋葉原202号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

__ g,9・9グ'dグ 0
※綬イa1価契約のため、契約金翻よ支出限度額

6年千月/ロ

児童・家庭支援センター

令和6年4月1日~令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/

グレーシア千代田

円(消費税を含む→

/

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

資源回収・資源化業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

^

物・・物0(1蚕盆)、その他

選定理由

要 古紙・びん・缶・ペットボトル等の資源物の回収及び資源化処理

下記業者は、区内業者を中心としたりサイクル業者の団体で、清掃事業

が東京都から千代田区に移管された年の平成12年3月27日付で、ごみ

減量・りサイクル事業推進についての「協定書」を取り交わしている。

区内にある約3,900箇所の集積所から毎日資源ごみを回収するもので

あるため、1日10台以上の回収車を稼動する必要があることから、業者の

団体と契約を締結することにより、回収及び資源化を効率的に実施するこ

とができる。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たすこ

とが必要であって、ーつーつの条件については、それを満たすものが複数

存在するが、全ての条件を満たす者が1者に特定される。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

川9

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

J/'

称

契約期間

千代田区りサイクル事業協同組合

千代田区飯田橋2-12-1

担当課

所

年 q月/令和 6

q09'βワ.09 /

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

千代田清掃事務所

日

地方自治法施行令第167条の2第1項第

円(消費税を含む)※支出限度額(単価契約)

2 号

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

宿泊場所及び給食提供業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 緊急対応を要する住まいのない生活困窮者に、一定期間、宿泊場所

と給食を提供する。

本業務は、生活困窮者支援に関する知識や経験を有し、東京都の指導

及び基準単価に基づき、社会福祉法第2条第3項による無料低額宿泊施

設を区内で確保することが必要とされる。

区内にある無料低額宿泊施設で、・上記の条件を満たしている施設は下
ビ

記業者が運営する宿泊施設のみである。

3仟 1

下記業者は、令和5年度においても、本業務の趣旨を十分に踏まえ、

緊急を要する対応時に、常に宿泊場所と給食の提供を実施した。

千代田区及び23 区で多数の運営実績を有しており、本区において、区

が求める業務の提供を行い得る唯一の業者である。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

物品:物品

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称

担当課

所

特定非営利活動法人さくら福祉推進協会

令和

根拠規程

中央区日本橋馬喰町1-12-フシティハイツ日本橋806

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年A月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

午伯西

保健福祉部生活支援課

266千700

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

入
J

也イそ@

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

人材情報システムの保守

概

物品:物品・1委詔、 その他

要

選定理由

人材情報システムのアプリケーションパッケージ等のソフトウ

エアについて安定的かつ正常な稼動を可能とする体制を全庁に提

供し、予期せぬ障害や災害等の対応を行う。

人材情報システムの保守業務については、同事業者により情報

システム課内の仮想サーバ上に構築した情報処理システム等と密

接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確になる。

また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるな

ど業務履行が達成できない。

令和5年度の業務成績は良好なため、引き続き令和6年度にお

いても下記事業者を契約の相手方に指定する。

ヲ/6

測量、地質調査・その他工事

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

会社名

所在地

契約期間

担当課

令和

コムコ株式会社

文京区湯島3-24-Ⅱ湯島北東ビル

根拠規程

ι年千月10

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める

公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含

まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部人事課

ノ_/今S,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む→

1

工事:士木・建設・設備 一

一
=

一
宅



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生活困窮者自立支援制度に基づく自立支援総合相談業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

、物品《蚕壷1>その他

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく「生活

困窮者自立相談支援業務」「生活困窮者家計改善支援業務」及び「生

活困窮者就労準備支援業務」を一体的に実施し、包括的かっ継続的な

支援を行うことにより、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を

困窮状態から早期に脱却させ、一層の自立の促進を図ることを目的と

する。

選定理由 1.プロポーザル年度令和元年度(令和2年度開力旬

(令和2年2月17日付31千保生支発第817号)

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6

Zゞフ

号

3.継続年数 5年

4.評価良好な業務成績のため

特命随意契約の延長(令和4年10月20日付4千指業委第Ⅱ号)が認

められ、令和5年度においても業務成績は良好なため、引き続き令和

6年度においても下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

契約期間

住所

中高年事業団やまて企業組合港支店

港区芝三丁目6番12号 KS芝公園ビル13階

担当課

りお/令和 6年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

保健福祉部生活支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

j/, q/6,0クd

日

円(消費税を含む)

2 号

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区中小企業景況調査データ等の購入

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品(西至)委託、その他

要

選定理由

千代田区内で信用金庫と取引のある中小企業から無作為に選出した

事業所を対象に、四半期ごとに景況に関する聞き取り調査を行うこと

により、区内中小企業の景況感を把握し、区の中小企業振興施策に反

映させる。

下記事業者は、都内全域で23の信用金庫を傘下に置き、地域経済の

発展に貢献している。信用金庫は、地域に根差した身近な金融機関と

して、日々積極的に地域内の中小企業と接触し、動向を把握している。

信用金庫営業店が約1万件もの事業所に出向いて直接調査した正確で

詳細な企業情報は、千、代田区の景況を分析するのにきわめて有用な基

礎データである。

下記事業者は、上記の企業情報を集積できる唯一の機関であること

から、契約の相手方に指定する。

契約の相手方

200

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

一般社団法人東京都信用金庫協会

東京都中央区京橋三丁目8番1号信用金庫会館京橋別館12階

担当課

令禾口

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

q a /6年

令和6年4月1日から令和7年1月31日まで

地域振興部商工観光課

、

地方自治法施行令第167条の2第1項第

1 .100,000

日

円(消費税を含む)

2 号



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

千代田保健所機械警備業務

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概

物品:物品委託その他

要

千代田保健所における火災・盗難その他の事件事故を防止すると共

に、緊急時における迅速な対応を可能にし、利用者・地域住民その他

の安全に寄与するため、有線通報設備による警報ができる機械式警備

機器を設置し監視を行う。

選定理由

千代田保健所は、平成22年度から、下記業者製の警備用機器類を

設置し警備を行っている。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務

成績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

257

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

1

担当課

国際セーフティ株式会社東京本社

千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル5階

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

b年〒月

令和6年4月1日から令和7年3月 3 1日

保健福祉部地域保健課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

5q4000

日

名
住

称
所



件

種

名 千代田区防災行政無線戸別受信機・防災ラジオ配信システム運用保

守管理業務

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・医璽)その他

要

選定理由

災害時等における地域情報伝達手段として、小中学校等の区施設・

町会長宅等に配備している戸別受信機や避難行動要支援者名簿登録

の世帯等に配付している防災ラジオ、区役所本庁舎に設置している地

域情報配信設備、無線呼出諸設備の維持管理保守を行う。

平成27年度に、下記事業者が開発製造した防災行政無線戸別受信

機を導入し、当該機器の送受信システム等についても同様に下記事業

者が開発製造したものである。

ハード、ソフトの総合的な運用管理、衛星回線の保守等が前提となり、

機器、設備等の処理システムの維持管理(運転、保守、監視、運用支援等

を含む。)で、既設の機器、設備、処理システム等と密接不可分の関係に

あり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の

原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成

できない。

以上の理由により、当該システムの納入業者である下記業者を契約の

相手方として指定する

1ζ9

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称東京テレメッセージ株式会社

契約期間

住所港区西新橋2-35-2 ハビウノレ西新橋

担当課

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

q 月/6年

令和6年4月1日力.、ら令和7年3月3 1日まで

政策経営部災害対策・危機管理課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

6 、 090,(ヂ90

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

総務事務業務及び当該業務量調査

概

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

物品:物品(重西その他

選定理由

効率的な執行体制の構築と財源及び人的資源の再配分をおこなうた

め、給与・手当等の支給に関する事務、会計年度任用職員に関連する事

務などの「総務事務」を集中処理する。また、手当等の申請案内・受付

をする「職員サポートデスク」の運営を行う。
、

/、

下記の事業者は、令和2年度のプロポーザル選定事業者である。(令

和2年Ⅱ月19日付2千政人事発Ⅱ29号)連続契約期間は3年である

ため、令和6年3月31日をもって契約期間満了となる。しかし、 3月

から6月にかけては業務の繁忙な時期であり、仮に委託事業者が変更と

なった場合、委託業務と並行して引継ぎを行うことは困難である。総務

事務業務には業務の継続性、安定性が求められることから、繁忙でない

8月から9月の間に引継ぎを行うことのできるよう、令和6年4月1日

から9月30日の間においても、引き続き契約の相手方に指定する。

なお、令和7年度以降は、プロポーザル選定事業者との契約の始期が

上記引継ぎ期間に対応する予定である。

ヲ02

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

株式会社パソナ

東京都港区南青山 3-1-30

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

f年チ月1

令和

39,午夕q',/ 0 ウ

政策経営部人事課

6年4月

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

30日

日

1日から令和 6年

PASONA SQUARE

円(消費税を含む)

9月

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

庁有車の賃貸借(低公害車)

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、透乏西)海託、その他

要

選定理由

保健所内の業務に必要な車両確保するため賃借する。

区は、平成29年度、当該車両の賃借先を競争入札により下記業者

に決定し、平成30年度からの長期継続契約が令和5年度途中に期間

満了となった。当該契約が満了後、入札による賃借先の選定を検討し

たが、新型コロナウイルス感染症の影響やウクライナ情勢、半導体事

情等の影響を受け、車両メーカーの出荷の目途が立たない状況下で車

両を確保することを検討せざるを得ない局面に立った時、当該車両が

極めて稼働良好な状態であったことにより、新規に車両を賃借するよ

りも再リースする方が確実に車両を確保できる最善の策と結論付け

られ、下記業者と引き続き再リース契約を結ぶことになった。

このことを受けて、令和6年度の契約について、その後もなお車両

メーカーの生産は再開されるものの、不安定な状況が未だ続いてお

り、当方が指定期日に車両の納品が確約できない状況の中での、入札

が困難なため、現車両による 1年間の再リースを行うこととなった。

今年度(契約期間は令和6年4月1日~令和7年3月31田におい

ても、下記業吉を引き続き契約の相手方に指定する。

3gg

'

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

賃貸借期間

担当課

6年チ月10令和

三菱オートリース株式会社公芙曽業部

根拠規程

東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア8階

令和6年4月1日~令和7年3月31日

チRケ、72P 円(珀費釈心")

保健福祉部地域保健課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

庁有車の賃貸借(電気自動車)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

X

物品、超互西》委託、その他

要

選定理由

保健所内の業務に必要な車両確保するため賃借する。

区は、平成29年度、当該車両の賃借先を競争入札により下記業者

に決定し、平成30年度からの長期継続契約が令和5年度途中に期間

満了となった。当該契約が満了後、入札による賃借先の選定を検討し

たが、新型コロナウイルス感染症の影響やウクライナ情勢、半導体事

情等の影響を受け、車両メーカーの出荷の目途が立たない状況下で車

両を確保することを検討せざるを得ない局面に立った時、当該車両が

極めて稼働良好な状態であったことにより、新規に車両を賃借するよ

りも再リースする方が確実に車両を確保できる最善の策と結論付け

られ、下記業者と引き続き再リース契約を結ぶことになった。

このことを受けて、令和6年度の契約について、その後もなお車両

メーカーの生産は再開されるものの、不安定な状況が未だ続いてお

り、当方が指定期日に車両の納品が確約できない状況の中での、入札

が困難なため、現車両による 1年間の再リースを行うこととなった。

今年度(契約期間は令和6年4児 1日~令和7年3月31田におい

ても、下記業者を引き続き契約の相手方に指定する。

3 ζ'チ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

賃貸借期間

担当課

ζ年千" 1ヨ令和

三菱オートリース株式会社

東京都港区西新橋1-3-1

根拠規程

令和6年4月1日~令和7年3月31日

チι q・,ιチ・P 円

保健福祉部地域保健課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

会芙営衆部

西新橋スクエア8 階

(消女疾込h)

1

ノ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特別区税電話催告業務及び滞納整理等補助業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

選定理由

特別区税収納の確保を図るとともに、納税者の便益向上を図ること

を目的に、電話やSMSによる納付勧奨や特別区税滞納整理事務等の

うち定型的な業務処理について委託する。

品・委託、その他

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

(令和3年12月28日付 3千地税務発第613号)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 3年

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を

契約相手方に指定する。

契約の相手方

Σq7

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社アイティフォー

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

千代田区一番町21番地一番町東急ビノレ

6年 q月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

地域振興部税務課

I U、ユ・6g ,900

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

非常通報装置(学校Ⅱ0番)保守点検業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭劃、その他品

教育施設、児童福祉施設の安全管理のため設置している非常通報装

置について、正常に作動するよう保守点検を行う。

本件業務の履行にあたっては、下記の条件を満たす必要がある。

1.非常ボタンを押すと警視庁通信司令室に自動的に通報され、警察

官が駆けつけること。

2.非常通報装置の中央監視センターを自社内に設置し、24時間365

日回線状態の監視・システムチェック等のシステム運用を行うこと。

履行目的を達成するためには、複数の条件を満たすことが必要とな

つており、個々の条件を満たすものは複数存在するが、都内において

全ての条件を満たす事業者は下記業者に特定される。

以上のことから、下記業者を契約の相手方に指定する。

286

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

称

契約期間

特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会

豊島区東池袋1・32・6 河合ビル3階

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年斗月/

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

ι02%00

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

病後児保育実施業務(antonnurseryschooD

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・匡璽)その他

要

選定理由

病後児保育は、児童が病気の回復期にあり集団保育を行うことが困

難な期間に、当該児童を一時的に預かる事業であり、保護者の就労支

援を目的としている。千代田区病後児保育実施要綱(以下「要綱」と

いう。)第3条に定める施設において、事業を実施している。

本事業は、認可保育園3園(区立3園)で実施している。

保護者の二ーズが高いのは下痢・嘔吐症状の疾患や感染症疾患の受け

入れである。認可保育園以外でこれらの疾患の病後児の受入れが可能

で、かつ要綱第3条で定める施設基準を満たす施設は以下の事業者の

みである。 .

以上の理由により、以下の事業者を契約の相手方に指定する。

ノフ9

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

株式会社片山商店 ノノ

千代田区神田佐久間町4・11・4

グレーシア千代田秋葉原202号

契約期間

担当課

ι年午" 1 0令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで /

子ども部子ども支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

6,'OP,000

..゛

円(消費税を含む)

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

病児・病後児保育実施業務(のびすこキッズケア)

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭^その他

病児・病後児保育は、病気の回復期に至っていない又は病気の回復

期にある児童を、集団保育を行うことが困難な期間において、一時的

に預かり保育を行うことにより、保護者の就労支援を図る事業であ

る。

選定理由 病気の回復期に至らず、集団保育を受けることが困難な乳幼児を保

育する施設として病児保育の二ーズが高まっているが、現在、行政サ

ービスとして区内に整備している施設がない。区民二ーズに応えるた

め病児保育施設の整備が急がれる中、施設基準を満たしており早期に

開設が可能で、かつ利用者の需要が十分見込まれる立地である施設は

以下の事業者のみである。

以上の理由により、以下の事業者を契約の相手方に指定する。

伊ヲ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

医療法人社団Nobisuk0 理事長河嶌美穂

千代田区一番町4-16プノレミエーノレー番町1階

担当課

令矛口

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年中月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

券駕弱

子ども部子ども支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

而

1 0

のため
/6,9テ2,000 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

和泉小学校放課後子どもプラン「放課後子ども教室(遊び)」業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕璽)その他

要

選定理由

和泉小学校において、放課後児童の居場所を確保するために、授業

終了後の学校施設を活用して、児童の自主的な遊びの場を提供すると

ともに、その指導・援助を通じて放課後児童対策を行う。

和泉小学校には、民設民営のいずみ学童クラブが併設され、その運

営を下記事業者が行っている。

放課後子ども教室事業と学童クラブは対象者が異なるものの、同じ

放課後児童対策事業である。当該業務は、学童クラブの本体業務と密

接に関連する付帯的な業務であり、学童クラブの事業者に履行させる

ととにより、一元的な管理の下で児童の居場所が確保でき、経費の節

減ができるなど有利と認められる。なお、令和5年度の業務成績は良

好である。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

仏X

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社日本デイケアセンター

東京都千代田区神田猿楽町2-2-3

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽終侮先

4年

令和6年4月1日

/0, U2ξ、,タζ口
契約のため、契約金額は支出限度額

y月

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)

日

から令和7年3月31日

NS ビノレフ階

〔
1
L



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

Azureprepayment の調達

特命随意契約理由書

概

工 事

物

選定理由

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他

Micros0丘のTeamS上で、生成A1を利用するため、その利用料と

なる Azureprepayment を調達する。

AZUTeprepayment については、 Microsoft365 の包括ライセンスに

含まれ、その販売は licensin号Solutionpartner (上SP)のみが可能

である。 LSPは複数社存在するが、ライセンスの一元管理のために

は、現在の商流と同じ事業者から提供を受けることが求められる。

下記事業者は令和4年度に実施した全庁 LAN りプレースにおい

て、業務用に導入されているMicros0丑365 ライセンスの商流の調達

元の事業者であり、現在まで引き続き本区に当該サービスを提供して

いる。現行サービスにより安定的に事務の効率化を実現していること

から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

リ9

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

納入期限

株式会社大塚商会 LA耶峰舒な叉プルー?゜

東京都千代田区飯田橋2-18-4

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

4ι・月/日6年

令和6年4月30日

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

仏光P8 円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

IP無線機の賃貸借

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

災害発生時に総括班、機動班が情報連絡用として使用するIP無線

機の賃貸借契約

(再々リース)

1.導入平成30年4月1日から平成35年(令和 5年) 3月31日ま

での長期継続契約を行い、令和4年度末に契約が満了となったため、

令和5年度は再リースを行った。

2.現在使用している機器は5年リースを条件として平成 30年に導

入したものであるが、令和6年度も使用に耐えられることが見込まれ

ており、再々リース契約を締結する。

3 再々リースでは動産総合保険は付与されないこととなるが、リー

ス金額は当初額の約7割となるため、費用対効果の観点において妥当

であり、経費節減が確保でき、有利と認められる。

P 6 ξ、

契約の相手方

※契約年月日

上記の理由により、下記の業者を契約の相手方に指定する。

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

担当課

所

みずほ東芝リース株式会社

東京都港区虎ノ門1-2-6

令手口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ξ年チ月1

令和6年4月1日

災害対策・危機管理課

フ 71,ヲ・・b s"

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

i'^ノ 令和 7年3月31日

占省:4勿古コロ @、

三

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

OJT推進研修の実施業務・

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕jヲ、その他

要 新規採用職員を対象に、管理者・係長・直接指導にあたる先輩職

員(以下「チューター」という。)それぞれの役割に応じた、人を育

てる組織風士の醸成と、職場全体での計画的・継続的な育成体制づ

くりを支援する業務。その具体的な手法として、チューター自身の

マネジメント能力の向上やモチベーションアップを図るとともに、

各管理者がOJT推進者としての役割と職場全体でのバックァップ

体制整備者を認識させる研修である。

選定理由

28P

1.プロポーザノレ年度令和3年度

(令和4年1月13日付3千政人事発第1662号令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事

業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

ダンズ人材教育研究所

東京都三鷹市下連雀7-12-21

担当課

令和 6年4月1

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部人事課

4,i14,1ク 1

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

RPA改修及び保守業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕璽)その他

選定理由

要 令和6年4月の財務会計システムのりプレースに伴い、既存 RPA

シナリオの改修と、改修したRPAの保守を行う。

導入年度:令和4年度

下記事業者は、 RPA を導入した事業者である。情報処理システム

等の維持管理で、現行のシステムと密接不可分の関係にあり、同一の

者以外では責任区分が不明確になる。また、故障発生時の原因究明、

故障修理などの対応が困難になるなど、業務の履行が達成できない。

加えて、令和6年4月に実施する財務会計システムのりプレースに

より、既存RPAシナリオの改修作業を実施するにあたり、既存シナ

リオの内容を把握している現事業者の方がより早く正確なシナリオ

改修が可能となる。

また、利用部署は事業者が変更となった場合、シナリオ改修対象の

業務について、再度同じ説明をする必要がある。

以上の理由により事業者を変更した場合、事業の継続性及びコストの

観点から非効率・不経済であり、下記業者を契約の相手方に指定する。

393

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

称 株式会社インテック

東京都江東区豊洲2-2-1 豊洲べイサイドクロスタワ

契約期間

所

担当課

令和

根拠規程

0'この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

10

2806,42_9, 円(消費税を含む)

名
住



＼_J

件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

b口座振替受付サービス業務W'e

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、匿西回

Web口座振替受付サービス委託業務を実施し、インターネット上

で口座振替登録ができるようにする。

と

本サービスでは、利用者が個人情報・口座情報等をインターネット

上で登録するため、個人情報保護の観点から強固なセキュリティが必

要である。下記業者が提供するWeb口座振替受付サービス委託業務

ではLGWANを用いたセキュリティ環境を付随することができ、 デ

ータ還元等もLGWANを用いることが可能である。

また、利用者の利便性を考慮すると、インターネット上で簡便に登

録できることが重要であるが、納付書を用いずに、区ホームページ上

で登録可能であるのは下記業者が提供するWeb口座振替受付サー

ビス業務だけである。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

2Ω9

契約の相手方

※契約年月日

まで

※契約金額

称 ヤマトシステム開発株式会社ソリューション事業部

東京都中央区晴海1-8-Ⅱ晴海アイランドトリトン

スク土アオフィスタワ-Y棟33階

契約期間

所

担当課

根拠規程

甲和 6与4R1日

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

1ブ,・ q 6,000
,'イー'イ助

令和6年4月1日から令和7年3月31日

会計室

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

/
ー

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

レシートを活用した区民生活応援事業コールセンター運営業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭詔、その他

レシートを活用した区民生活応援事業における、千代田区民からの

電話による各種問合せに対応し、円滑に事業が進むよう支援する。

令和5年10月20日から令和6年3月31日まで下記業者は「レシ

ートを活用した区民生活応援事業・コールセンター」をWED株式会

社より再委託で受託しており、各種問合せにおいて迅速な対応を行い、

安定した業務遂行を行った実績がある。

同一事業者以外の場合、現在使用しているフリーダイヤルの番号が

変更となり、業務の継続性に著しい支障がある。

以上の理由から、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

3ぶ/

※契約金額

名称

所在地

契約期間

担当課

q 月1令和 6年

株式会社べルシステム24

東京都港区虎ノ門4丁目1番1号

神谷町トラストタワ-6階

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律1に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和6年7月31日

地域振興部商工観光課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

り,フクぎ・ン Pクグ

日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)
,

委員会室インターネット配信映像・音声分配作業

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・医詔、その他

選定理由

千代田区議会の委員会室で行われる会議をインターネットで中継

できるようにするため、既存設備の改修を行う。

本契約は、千代田区議会の委員会をインターネットで中継するた

めに設備の改修を行うものである。千代田区議会の議場システムは

一般的な会議システムの機能だけでなく、本区議会独自の投票シス

テムや多目的利用に対応した機能など、他の議場システムに例のな

い諸機能を有しており、これらは下記事業者が本区議会用に構築、

設置したものである。それらへのさらなる設備改修において、円滑

かつ確実な作業進行を担保できる事業者は、システムを構築、設置

した下記事業者に限られる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

286、'

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社東和エンジニアリング

東京都千代田区東神田 1-フ-8

担当課

6年4月令和

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日から令和6年4月30日

区議会事務局

地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号

/ロ

/096仟・80 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

印刷室管理運営業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・医1ヲ、その他品

選定理由

印刷技能等を有する者を印刷室に配置し、区職員等からの依頼に基

づき、各種印刷機器等を活用して印刷物を作成するとともに、当該印

刷機器等を含む印刷室全般を適切に管理運営する。

/

1 プロポーザル年度令和元年度

(令和元年7月17日付31千政総務発第165号令和元年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4号

3 継続年数 5年

4 評価良好なため

当該契約はプロポーザル実施に係る業者選定委員会において、要求

水準として履行期間を最長5年間として付議し、承認を得ている。今

般、継続5年目であり、評価は良好なため、令和6年4月から同年9

月まで、引き続き下記業者を契約の相手方に指定する。

タ0

契約の相手方

j

※契約年月日

※契約金額

/契約期間

リコージャパン株式会社公共事業部第四営業部

東京都港区芝浦三丁目4番1号/

担当課

6年チ月/日令手口

根拠規程

※綱陥f契'ゐ;試契'金翻技瓣殿額円 (消費税を含む)

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

政策経営部総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/

/

/
ー

名
住

称
所


